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Agriculture, Foresty and Fisheries, Japan. A registration authority outside of 
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第一種使用規程承認申請書

平成 28 年 12 月 27 日 

農林水産大臣 山本 有二 殿
環境大臣 山本 公一 殿

氏名  

デュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社

代表取締役社長 後藤 周司

申請者

住所  

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 

 第一種使用規程について承認を受けたいので、遺伝子組換え生物等の使用等の規制

による生物の多様性の確保に関する法律第 4 条第 2 項の規定により、次のとおり申請

します。

資料１：第一種使用規程使用規程承認申請書

一般使用（食用・飼料用としての輸入、流通、栽培等)の承認を受ける
ために提出された書類。

資料１：第一種使用規程承認申請書
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遺伝子組換え生物

等の種類の名称

高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害
剤、グリホサート及びジカンバ耐性ダイズ（gm-fad2-1 , 

gm-hra, 改変 cp4 epsps, 改変 dmo, Glycine max (L.) 
Merr. ）（ 305423×MON89788×MON87708, OECD UI: 
DP-3Ø5423-1×MON-89788-1×MON-877Ø8-9）並びに当

該ダイズの分離系統に包含される組合わせ（既に第一種使

用規程の承認を受けたものを除く。）

遺伝子組換え生物

等の第一種使用等

の内容

食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、

運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

遺伝子組換え生物

等の第一種使用等

の方法

─ 

資料１：第一種使用規程承認申請書
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生物多様性影響評価書

遺伝子組換え

生物等の種類

の名称

高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤、グリホサート及び

ジカンバ耐性ダイズ（gm-fad2-1, gm-hra, 改変 cp4 epsps, 改変 dmo, Glycine 

max (L.) Merr.）（305423×MON89788×MON87708, OECD UI: 

DP-3Ø5423-1×MON-89788-1×MON-877Ø8-9）並びに当該ダイズの分離系

統に包含される組合わせ（既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）

申請者 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社

高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤、グリホサート及びジカンバ耐性

ダイズ（gm-fad2-1, gm-hra, 改変 cp4 epsps, 改変 dmo, Glycine max (L.) Merr.）（305423×

MON89788×MON87708, OECD UI: DP-3Ø5423-1×MON-89788-1×MON-877Ø8-9）（以下

「本スタック系統ダイズ」という。）は、既に承認されている 305423、MON89788 及び

MON87708 の 3 つの親系統間における組合せを前提として、交雑育種法により育成されたスタ

ック系統である。

各親系統に導入されたそれぞれの形質が生体内で宿主の代謝系に影響を及ぼすことがなく、

かつ機能的な相互作用を起こさない場合、既に承認されている各親系統の生物多様性影響評価

（日本版バイオセーフティクリアリングハウス等に掲載されている以下の情報）に基づいて、

本スタック系統ダイズ及び当該ダイズの分離系統に包含される組合せ（既に第一種使用規程の

承認を受けたものを除く。）の生物多様性影響評価を行うことができる。

そこで、本スタック系統ダイズについて親系統由来の形質間における相互作用の有無を検討

し、その結果と各親系統の生物多様性影響評価に基づき、本スタック系統ダイズ及び当該ダイ

ズの分離系統に包含される組合せ（既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）の生物多

様性影響について判断することとする。

親系統名

遺伝子組換え生物等の種類の名称及び

参照した生物多様性影響評価書の概要

305423 

高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ

（gm-fad2-1, gm-hra, Glycine max (L.) Merr.）（DP-305423-1, OECD UI：

DP-3Ø5423-1）の生物多様性影響評価書の概要 

MON89788 
除草剤グリホサート耐性ダイズ（改変cp4 epsps, Glycine max (L.) Merr.）

（MON89788, OECD UI: MON-89788-1）申請書等の概要 

MON87708 
除草剤ジカンバ耐性ダイズ（改変dmo, Glycine max (L.) Merr.）（MON87708, 

OECD UI : MON-877Ø8-9） 申請書等の概要 

資料２：審査データの概要(審査に使用した評価データ)

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
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第一 生物多様性影響の評価に当たり収集した情報

1 宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報

(1) 分類学上の位置付け及び自然環境における分布状況

① 和名、英名及び学名

和名 ダイズ

英名 soybean 

学名 Glycine max (L.) Merr. 

② 宿主の品種名又は系統名

親系統名 参照資料名

305423 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

③ 国内及び国外の自然環境における自生地域

参照資料名

ダイズに関する情報

(2) 使用等の歴史及び現状

① 国内及び国外における第一種使用等の歴史

② 主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途

参照資料名

ダイズに関する情報

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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(3) 生理学的及び生態学的特性

イ 基本的特性

ロ 生息又は生育可能な環境の条件

ハ 捕食性又は寄生性

ニ 繁殖又は増殖の様式

① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命

② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官からの出

芽特性

③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及びアポミクシ

スを生ずる特性を有する場合はその程度

④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命

ホ 病原性

ヘ 有害物質の産生性

ト その他の情報

参照資料名

ダイズに関する情報

2 遺伝子組換え生物等の調製等に関する情報

(1) 供与核酸に関する情報

イ 構成及び構成要素の由来

ロ 構成要素の機能

① 目的遺伝子、発現調節領域、局在化シグナル、選抜マーカーその他の供与核酸の構成

要素それぞれの機能

親系統名 参照資料名

305423 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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② 目的遺伝子及び選抜マーカーの発現により産生される蛋白質の機能及び当該蛋白質がア

レルギー性を有することが明らかとなっている蛋白質と相同性を有する場合はその旨

蛋白質及び

転写産物名

親系統名 蛋白質の機能

＊

既知アレルゲン

との相同性
1)

参照資料名

gm-fad2-1 遺 伝

子発現カセット

から産生される

転写産物

305423 高オレイン酸形質 ☐有 �無

305423(生物多様性

影響評価書の概要) 

GM-HRA 蛋白質 305423 
除草剤アセト乳酸合

成酵素阻害剤耐性

☐有 �無

305423(生物多様性

影響評価書の概要) 

改変CP4 EPSPS 

蛋白質

MON89788 
除草剤グリホサート

耐性

☐有 �無

MON89788(生物多様

性影響評価書の概要) 

改変 DMO 

蛋白質

MON87708 除草剤ジカンバ耐性 ☐有 �無

MON87708(生物多様

性影響評価書の概要) 

1) 既知アレルゲンと相同性を有する蛋白質がある場合、その内容

―

* チョウ目害虫抵抗性、コウチュウ目害虫抵抗性、除草剤耐性、その他の機能名を記入

③ 宿主の持つ代謝系を変化させる場合はその内容

蛋白質及び転写産物名

宿主代謝系

への影響 * 
参照資料名

gm-fad2-1 遺伝子発現カセット

から産生される転写産物

�有 ☐無 305423(生物多様性影響評価書の概要) 

GM-HRA 蛋白質 ☐有 �無 305423(生物多様性影響評価書の概要) 

改変 CP4 EPSPS 蛋白質 ☐有 �無 MON89788(生物多様性影響評価書の概要) 

改変 DMO 蛋白質 ☐有 �無 MON87708(生物多様性影響評価書の概要) 

* 特記事項がある場合、その内容

305423 に導入された gm-fad2-1 遺伝子は、オレイン酸（C18:1）からリノール酸（C18:2）

への生合成を触媒するω-6 デサチュラーゼをコードするダイズ内在性 FAD2-1 遺伝子の一部で

ある。本遺伝子発現カセットから産生される転写産物はジーンサイレンシングを誘導してω-6

デサチュラーゼの発現を抑制する。実際、305423 において、ダイズ内在性 FAD2-1 遺伝子の発

現レベルが抑制されており、結果として種子中のリノール酸含有量が減少し、オレイン酸含有量

が増加していることが確認されている。

gm-fad2-1 遺伝子は、ダイズ由来の内在性 FAD2-1 遺伝子の 399 番目から 995 番目までの領

域よりなるDNA断片であり、この配列は蛋白質の翻訳領域をコードしているものではないため、

新たな蛋白質が産生されるとは考え難い。

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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(2) ベクターに関する情報

イ 名称及び由来

ロ 特性

① ベクターの塩基数及び塩基配列

② 特定の機能を有する塩基配列がある場合は、その機能

③ ベクターの感染性の有無及び感染性を有する場合はその宿主域に関する情報

親系統名 参照資料名

305423 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

(3) 遺伝子組換え生物等の調製方法

イ 宿主内に移入された核酸全体の構成

ロ 宿主内に移入された核酸の移入方法

ハ 遺伝子組換え生物等の育成の経過

① 核酸が移入された細胞の選抜方法

② 核酸の移入方法がアグロバクテリウム法の場合はアグロバクテリウムの菌体の残存

の有無

親系統名 参照資料名

305423 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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③ 核酸が移入された細胞から、移入された核酸の複製物の存在状態を確認した系統、隔

離ほ場試験に供した系統その他の生物多様性影響評価に必要な情報を収集するため

に用いられた系統までの育成の経過

本スタック系統ダイズは、交雑育種法により、305423、MON89788 及び MON87708

を交配して作出された（社外秘情報につき非開示）。

表 1 我が国における親系統及び本スタック系統ダイズの申請及び承認状況

（平成 28 年 12 月現在） 

1) 食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づく。 

2) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和 28 年法律第 35 号）に基づく。 

3) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年

法律第 97 号）に基づく。 

(4) 細胞内に移入した核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性

① 移入された核酸の複製物が存在する場所（染色体上、細胞小器官内、原形質内の別）

各親系統の形質はメンデルの法則に矛盾することなく後代に伝達され、移入され

た核酸の複製物はダイズ核ゲノム上に存在することが確認されている。

親系統名 参照資料名

305423 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

系統名 食 品
1)

飼 料
2)

環 境
3)

305423 
☐申請

�承認

2010 年 6 月 
☐申請

�承認

2010 年 6 月 
☐申請

�承認

2010 年 7 月 

MON89788 
☐申請

�承認

2007年 11月 
☐申請

�承認

2007 年 10 月 
☐申請

�承認

2008 年 1 月 

MON87708 
☐申請

�承認

2013年10月 
☐申請

�承認

2013 年 10 月 
☐申請

�承認

2013 年 10 月 

本ｽﾀｯｸ系統

ﾀﾞｲｽﾞ

（社外秘情報につき
非開示）

（社外秘情報につき
非開示）

�申請

☐承認

2016 年 12 月 

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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② 移入された核酸の複製物のコピー数及び移入された核酸の複製物の複数世代におけ

る伝達の安定性

各親系統における導入遺伝子のコピー数及び伝達の安定性については、サザンブ

ロット分析またはシークエンス解析により確認されている。

親系統名 参照資料名

305423 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

③ 染色体上に複数コピーが存在している場合は、それらが隣接しているか離れているか

の別

305423 には 1 コピーの遺伝子発現カセットと複数の断片がダイズ核ゲノムの 4

つの領域に挿入されていることが、サザンブロット分析及びシークエンス解析によ

り確認されている。それら核酸の複製物は後代に安定して伝達されていることがサ

ザンブロット分析及び PCR 分析により確認されている。このことから、4 つの挿

入領域は強く連鎖しており、同一遺伝子座に存在すると考えられた。

MON89788 及び MON87708 に移入された核酸の複製物は 1 コピーであるため、

本項目は該当しない。

親系統名 参照資料名

305423 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

④ (6)の①において具体的に示される特性について、自然条件の下での個体間及び世代間

での発現の安定性

○本スタック系統ダイズの親系統の発現安定性は、以下の方法で確認した。

親系統名 確認方法

305423 
オレイン酸を含む脂肪酸組成分析、除草剤散布試験及び

ELISA 分析 

MON89788 ウエスタンブロット分析

MON87708 ウエスタンブロット分析及び ELISA 分析 

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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⑤ ウイルスの感染その他の経路を経由して移入された核酸が野生動植物等に伝達され

るおそれのある場合は、当該伝達性の有無及び程度

移入された核酸は伝達を可能とする配列を含まないため、ウイルスの感染その他

の経路を経由して野生動植物等に伝達されるおそれはない。

親系統名 参照資料名

305423 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

(5) 遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性

本スタック系統ダイズの検出及び識別は、下記親系統の検出方法を組み合わせて

適用する。

親系統名

当該情報

の有無

参照資料名

305423 �有 ☐無 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 �有 ☐無 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 �有 ☐無 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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(6) 宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違

① 移入された核酸の複製物の発現により付与された生理学的又は生態学的特性の具体

的な内容

蛋白質及び

転写産物名

親系統名 蛋白質の特性

その他の

機能

宿主代謝系

への影響

参考資料名

gm-fad2-1 遺 伝

子発現カセット

から産生される

転写産物

305423 高オレイン酸形質 ☐有 �無 �有 ☐無

305423(生物多様性

影響評価書の概要) 

GM-HRA 

蛋白質

305423 

除草剤アセト乳酸

合成酵素阻害剤耐

性

☐有 �無 ☐有 �無

305423(生物多様性

影響評価書の概要) 

改変CP4 EPSPS 

蛋白質

MON89788 
除草剤グリホサー

ト耐性

☐有 �無 ☐有 �無

MON89788(生物多

様性影響評価書の

概要) 

改変 DMO 

蛋白質

MON87708 
除草剤ジカンバ耐

性

☐有 �無 ☐有 �無

MON87708(生物多

様性影響評価書の

概要) 

○それぞれの親系統由来の発現蛋白質（導入遺伝子）の機能的な相互作用の可能性について

発現蛋白質及び

転写産物名

相互作用

の可能性

考 察

除草剤耐性蛋白質間 ☐有 �無

GM-HRA 蛋白質は分枝アミノ酸合成経路中のアセ

ト乳酸合成を触媒する酵素、改変 CP4 EPSPS 蛋白質

は芳香族アミノ酸を生合成するためのシキミ酸経路を

触媒する酵素、改変 DMO 蛋白質はジカンバから

DCSA とホルムアルデヒドへの脱メチル化反応を触媒

する酵素である。各蛋白質の基質は異なり、それぞれ

の基質と特異的に反応することが知られている。さら

に、関与する代謝経路は互いに独立している（第一. 2. 

(1). ロ. ③、7 ページ）。したがって、これら蛋白質が

相互に作用して予期しない代謝物が生じることは考え

難い。

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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発現蛋白質及び

転写産物名

相互作用

の可能性

考 察

除草剤耐性蛋白質と

gm-fad2-1 遺伝子発現

カセットから産生さ

せる転写産物間

☐有 �無

gm-fad2-1遺伝子発現カセットから産生される転写

産物はジーンサイレンシングを誘導し、オレイン酸か

らリノール酸への生合成を触媒するω-6デサチュラー

ゼの発現を抑制する。また、gm-fad2-1遺伝子断片は

蛋白質の翻訳領域をコードしておらず、新たな蛋白質

が産生されるとは考え難い。

gm-fad2-1遺伝子発現カセットから産生される転写

産物と除草剤耐性蛋白質（GM-HRA蛋白質、改変CP4 

EPSPS蛋白質及び改変DMO蛋白質）が関与する代謝

経路は互いに独立していることから（第一. 2. (1).ロ.

③、7ページ）、相互に影響を及ぼすことは考え難い。

親系統の範囲を超え

た新たな特性が付与

される可能性

☐有 �無

考 察

移入されている核酸の発現により産生される転写産

物及び蛋白質の相互作用により、親系統の範囲を超え

た新たな特性が付与されることは考え難い。

② 以下に掲げる生理学的又は生態学的特性について、遺伝子組換え農作物と宿主の属す

る分類学上の種との間の相違の有無及び相違がある場合はその程度

各親系統の生物多様性影響評価は終了しており、下記 a~g の生理学的又は生態学

的特性の観点から評価した結果、各親系統はいずれも宿主の属する分類学上の種で

あるダイズの範囲にあると判断されている。

a. 形態及び生育の特性

b. 生育初期における低温耐性

c. 成体の越冬性

d. 花粉の稔性及びサイズ

e. 種子の生産性、脱粒性、休眠性及び発芽率

f. 交雑性

g. 有害物質の産生性

親系統名

当該情報

の有無

参照資料名

305423 �有 ☐無 305423 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON89788 �有 ☐無 MON89788 (生物多様性影響評価書の概要) 

MON87708 �有 ☐無 MON87708 (生物多様性影響評価書の概要) 

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=1
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=1
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3 遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報

(1) 使用等の内容

該当内容

☐ 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

�
食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並び

にこれらに付随する行為。

☐

食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれ

らに付随する行為。

(2) 使用等の方法

－

(3) 承認を受けようとする者による第一種使用等の開始後における情報収集の方法

－

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれのある場合における生物多様性影響を防止するための

措置

緊急措置計画書を参照。

(5) 実験室等での使用等又は第一種使用等が予定されている環境と類似の環境での使用等

の結果

－

資料２：審査データの概要
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(6) 国外における使用等に関する情報

各親系統及び本スタック系統ダイズの国外における申請及び承認状況は、表 2
（15 ページ）のとおりである。

表 2 国外における親系統及び本スタック系統ダイズの申請及び承認状況

（平成 28 年 12 月現在） 

申請先

系統名

米国農務省

（USDA） 

米国食品医薬品庁

（FDA） 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

食品基準機関

（FSANZ） 

無規制栽培 食品、飼料 食品（輸入）

305423 
☐申請

�承認

2010 年 
☐申請

�確認

2009 年 
☐申請

�承認

2010 年 

MON89788 
☐申請

�承認

2007 年 
☐申請

�確認

2007 年 
☐申請

�承認

2008 年 

MON87708 
☐申請

�承認

2015 年 
☐申請

�確認

2011 年 
☐申請

�承認

2012 年 

本スタック系統

ダイズ

－* 2016 年届出済 －* 

申請先

系統名

カナダ食品検査庁

（CFIA） 

カナダ保健省

（HC） 

環境、飼料 食品

305423 
☐申請

�承認

2009 年 
☐申請

�承認

2009 年 

MON89788 
☐申請

�承認

2007 年 
☐申請

�承認

2007 年 

MON87708 
☐申請

�承認

2012 年 
☐申請

�承認

2012 年 

本スタック系統

ダイズ

（社外秘情報につき
非開示）

－* 

*承認済み系統から作出されたスタック系統については、新たな承認及び届出を必要としない。

資料２：審査データの概要
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資料一覧

資料 1 学識経験者の意見. 高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダ

イズ（gm-fad2-1, gm-hra, Glycine max (L.) Merr.）（DP-305423-1, OECD UI：DP-3Ø 

5423-1）. 

【総合検討会における検討日：2009 年 3 月 10 日】 

資料 2 学識経験者の意見. 除草剤グリホサート耐性ダイズ（改変 cp4 epsps, Glycine max 

(L.) Merr.）（MON89788, OECD UI: MON-89788-1）. 

【総合検討会における検討日：2007 年 10 月 4 日】 

資料 3 学識経験者の意見. 除草剤ジカンバ耐性ダイズ（改変 dmo, Glycine max (L.) Merr.）

（MON87708, OECD UI : MON-877Ø8-9）. 

【総合検討会における検討日：2012 年 6 月 29 日】 

資料 4 ダイズに関する情報. 

資料 5 緊急措置計画書. 

資料２：審査データの概要

http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1643&ref_no=2
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1003&ref_no=2
http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1502&ref_no=2
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ダイズに関する情報ダイズに関する情報ダイズに関する情報ダイズに関する情報    


    


和名：ダイズ 


英名：soybean, soya, soy 


学名：Glycine max (L.) Merr.  5 


    


1．国内及び国外の自然環境における自生地域 


 


ダイズは、マメ科 Glycine 属 Soja 亜属に属する。ダイズは夏型一年生の栽培種


であり、自生するとの報告はない（OECD, 2000）。 10 


細胞学、形態学及び分子生物学的知見から、Soja 亜属の野生種である Glycine 
soja （和名：ツルマメ）はダイズの祖先種であると考えられている。ツルマメは


中国、ロシア、朝鮮半島、日本及び台湾に分布しており、野原、生垣、道端及び


川の土手で生育している（OECD, 2000）。 


 15 


2．国内及び国外における第一種使用等の歴史 


 


ダイズの原産地は中国中北部と考えられ、紀元前 2838 年にダイズが存在してい


たことが中国の文献に記録されている。ダイズの栽培化は紀元前 17～11 世紀の間


に中国の東部で始まったと考えられている（OECD, 2000）。我が国では縄文時代20 


には栽培されていたと推定されており、その後、今日見られるように全国的に栽


培されるまでに普及した（御子柴, 2001）。 


 


3．主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途 


 25 


栽培地域： 


2014 年の全世界におけるダイズの栽培面積は約 1 億 2,445 万 ha であり、主要


生産国は米国（3,361 万 ha）、ブラジル（3,027 万 ha）及びアルゼンチン（1,925


万 ha）である（FAO, 2016）。我が国における 2015 年のダイズの栽培面積は 14


万 2,000 ha であり、主な栽培地域は北海道、東北及び九州である（農林水産省, 30 


2016a）。 


 


栽培方法： 


我が国のダイズ栽培は、主に北海道における単作機械化栽培の他、全国的に麦


類の後作としての栽培及び水田転作での栽培等が行われている。播種適期は、北35 


海道の夏ダイズ型品種では 5 月上中旬、東北・北陸地方の中間型品種（早・中生）


では 5 月中下旬、関東から中国地方にまたがる地域の中間型品種（晩生）では 6


月上旬から下旬、九州中・南部の夏ダイズ型品種では 4 月中下旬、九州・四国地


方を中心とする秋ダイズ型品種では6月下旬から7月中下旬である（大庭, 2001）。


生育初期に除草を行えば、健全に生育したダイズが畝間を遮蔽し、以降の雑草の40 


発生は抑制される（岡, 2001a）。さらに、雑草防除又は倒伏防止等のため、開花前


までに中耕及び培土を行う（岡, 2001b）。また、連作の回避、ほ場環境の整備及び


薬剤散布等を行ない、病害虫を防除する（西, 2001）。収穫は、成熟期に刈り取り、







 2


自然乾燥させてから脱粒する。又は、コンバインで刈取りと脱粒を併せて行う（岡


崎, 2001）。 


 


流通実態及び用途： 


2015 年における我が国のダイズ輸入量は 324 万トンで、主要輸入相手国は米国5 


（233 万トン）、ブラジル（51 万トン）、カナダ（37 万トン）であった（農林水産


省, 2016b）。 


ダイズは搾油用、食用及び飼料用として利用されている。2014 年の国内消費仕


向量（概算）は 310 万トンであり、用途別内訳は、搾油用 199 万トン（約 64%）、


搾油用を除く食用 94.2 万トン（約 30%）、飼料用 9.8 万トン（約 3.2%）、種子用10 


0.6 万トン（約 0.2%）等であった（農林水産省, 2016c）。 


 


 


4．生理学的及び生態学的特性 
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イ 基本的特性 


 


ダイズは一年生の双子葉植物である。子葉は対生し、次に生じる初生葉は子葉


と直角に対生する。以降は 3 片の小葉からなる複葉を生じる。茎は主茎と分枝と


があり、茎の伸長の型に基づいて、有限伸育型と無限伸育型に分類される。根は20 


主根と側根とに分けられ、根粒菌の寄生により根粒を着生する。花は、旗弁 1 枚、


翼弁 2 枚及び竜骨弁 2 枚からなり、花色は、白、青紫又は赤紫である。雄ずいは


10 本あり、うち１本が離れており、それぞれが葯を持っている。雌ずいは 1 本で、


その基部に子房があり、1～5 個の胚珠を内蔵している。莢は子房の心皮に由来し、


莢に含まれる子実の数は 1～3 個が普通である（後藤, 2001）。 25 


また、ダイズは短日植物であり、花芽分化に一定時間以上の連続した暗期を必


要とする。必要な暗期の長さは品種によって異なり、晩生品種ほど長い（昆野, 


2001a）。 


 


ロ 生息又は生育可能な環境の条件 30 


 


温度： 


ダイズの種子は土壌温度が 10℃以上になると発芽し、発芽の適温は 30～35℃で


ある。また、花芽の分化にはおよそ 15℃が必要であり、25℃前後までは温度が高


いほど花芽分化が促進される。生長及び開花の適温は 25～30℃であると考えられ35 


ている（OECD, 2000; 後藤, 2001）。ダイズは霜に耐性がないため、氷点下になる


ような環境では生存できない（OECD, 2000）。 


 


水分： 


ダイズは土壌中で種子の含水率が 50%以上になれば発芽できる。発芽に必要な40 


土壌水分は pF 4.0 以下であり、pF 3.5 程度が適しているとされる。また、生育に


は pF 1.7 程度が適当である（昆野, 2001b）。 


 







 3


土壌： 


ダイズの生育に適した土壌 pH は 6～7 である（昆野, 2001b）。土壌養分として


は蛋白質の蓄積に必要な窒素に加え、リン酸とカリウムを多く必要とする。リン


酸の欠乏により根粒の着生及び発育が阻害され、カリウムの欠乏により稔実が低


下する。我が国の畑地の大部分を占める酸性火山灰土壌では、リン酸の利用効率5 


が低いため、石灰質の施用によって土壌 pH を中和することが重要である（喜多


村・国分, 2004）。  


 


なお、短日植物であるダイズの開花には日長及び温度条件が重要であるため、


栽培に適した緯度と日照時間によって品種が特定される（OECD, 2000）。今日で10 


は赤道付近から北緯 50 度を越す地域まで、それぞれの地域に適応した品種が世界


中で広く栽培されている（喜多村・国分, 2004）。 


 


ハ 捕食性又は寄生性 
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― 


 


ニ 繁殖又は増殖の様式 


 


① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命 20 


 


ダイズの莢は完熟すると褐色に変化し、乾燥が進むと莢殻が裂開して種子を弾


き出す（喜多村・国分, 2004）。裂莢性は品種によって異なり、米国で栽培されて


いる無限伸育型品種は裂莢しにくいことが知られている（大庭, 2001）。栽培種の


ダイズ種子に休眠性はほとんどない（OECD, 2000）。また、種子を乾燥・低温条25 


件下で貯蔵した場合、その寿命を長期間維持できるが、常温で貯蔵した場合、約 3


年で発芽力が失われる（昆野, 2001c）。 


 


② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官か


らの出芽特性 30 


 


自然条件下で、種子以外に植物体を再生することができる組織又は器官は知ら


れていない。 


 


③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及びア35 


ポミクシスを生ずる特性を有する場合はその程度 


 


ダイズと近縁野生種であるツルマメはいずれも自殖性植物であり、ダイズ間の


他殖率は通常 1%未満（OECD, 2000）、ツルマメ間の他殖率は平均 2.2%と報告さ


れている（Kuroda et al, 2008）。 40 


ダイズとツルマメは交雑可能であるが、人工的に交配を行った場合の交雑率は


4%程度である（芝池・吉村, 2005）。交雑率は開花の同期性や個体間の距離等に依


存するが、ツルマメ Gls/93-J-01 系統と秋ダイズ型品種（丹波黒）が 0.5 m の間隔







 4


で 1 個体ずつ交互に配置され、開花期が 30 日程度重なった場合の交雑率は平均


0.73%であった（Nakayama and Yamaguchi, 2002）。また、独立行政法人農業環


境技術研究所敷地内で採取されたツルマメと晩生の除草剤耐性ダイズが絡みつい


た状態で、開花期が 25 日程度重なった場合の交雑率は 0.097%であった。同試験


において、両者の距離が 2 m 離れた場合には交雑率は 0.013%に減少し、8 m 以上5 


離れた場合には交雑は認められなかった（Mizuguti et al, 2010）。 


また、我が国における延べ 189 地点（秋田県、茨城県、愛知県、兵庫県、高知


県、広島県及び佐賀県）のダイズ畑周辺の調査（2003 年～2006 年）結果では、ダ


イズとツルマメの中間的な特徴を持つ 17 個体の中間体が確認された。しかしなが


ら、雑種後代は速やかに自然環境から消失し、中間体からツルマメへの二次的な10 


遺伝子流動は認められなかった。このことから、ダイズからツルマメに遺伝子流


動が起こる可能性はあるが、我が国の自然環境において更なる遺伝子浸透が起こ


る可能性は低いと報告されている（Kuroda et al., 2010）。 


なお、ダイズが自家不和合性やアポミクシスの特性を有するとの報告はない。 
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④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命 


  


1 本のダイズ雄ずいは約 400 個の花粉を生産し、花粉は直径 21～30 µm の球形


又は偏球形である（Carlson and Lersten, 2004; Yoshimura, 2011）。ダイズは自


殖性植物であり、ダイズ雌ずいの受精可能な期間は開花 1 日前から開花後 2 日間20 


程度、花粉自身の寿命は数時間である（OECD, 2000; 芝池・吉村, 2005）。低頻度


で生じる他殖は虫媒によると推測されており、訪花昆虫としてハチ類及びアザミ


ウマ類が観察されている。一方、ダイズの花粉は粘着性が高く、まとまり易いた


め、風媒による他殖の可能性は低い。1 日にダイズから飛散する花粉量は、ダイズ


畑から 2.5 m の地点で 0.694 粒/cm2, 5.0 m の地点で 0.309 粒/cm2
、10 m の地点で25 


0.077 粒/cm2
であった（Yoshimura, 2011）。 


 


ホ 病原性 


 


 ― 30 


 


ヘ 有害物質の産生性 


 


自然条件下で周囲の野生動植物等の生息又は生育に影響を及ぼすような有害物


質の産生は知られていない。 35 


 


ト その他の情報 


 


― 


  40 
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緊 急 措 置 計 画 書 


 
平成 28 年 12 月 27 日 


 
氏名 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社 


代表取締役社長 後藤 周司 
住所 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 


   
 
高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤、グリホサート及


びジカンバ耐性ダイズ（gm-fad2-1, gm-hra, 改変 cp4 epsps, 改変 dmo, Glycine 
max (L.) Merr.）（305423×MON89788×MON87708, OECD UI: DP-3Ø5423-1
×MON-89788-1×MON-877Ø8-9）並びに当該ダイズの分離系統に包含される


組合せ（既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）の第一種使用等にお


いて、今後、生物多様性影響が生ずるおそれがあると科学的に認められた場合、


当該影響を効果的に防止するため、以下の措置をとることとする。 


 
1 第一種使用等における緊急措置を講ずるための実施体制及び責任者 


 
弊社グループ会社内に緊急措置に適切に対応するための危機対策本部を速や


かに設置する。危機対策本部の構成メンバーを以下の表にまとめた。 


 
（個人名・所属は個人情報につき非開示） 


 
2 第一種使用等の状況の把握の方法 


 
弊社は、本スタック系統ダイズの開発者である米国パイオニア・ハイブレッ


ド・インターナショナル社と連絡を取り、第一種使用等の状況について情報収


集を行う。 


 
 


3 第一種使用等をしている者に緊急措置を講ずる必要があること及び緊急措


置の内容を周知するための方法 


 
米国パイオニア・ハイブレッド・インターナショナル社は、米国における本


スタック系統ダイズ種子の購入者及び穀物取扱い業者、ダイズの栽培者が加入
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する団体に対して、広く情報を提供するための連絡体制を保有している。した


がって、今後、本スタック系統ダイズ及び当該ダイズの分離系統に包含される


組合せ（既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）が我が国の生物多様


性に影響を与えるおそれがあると科学的に認められた場合、米国パイオニア・


ハイブレッド・インターナショナル社は、本連絡体制により、関係各者と連絡


を取る。 
また必要に応じて、弊社のホームページ等、国内の適切な媒体を通して、一


般に広く知らせる。 


 
 
4 遺伝子組換え生物等を不活化し又は拡散防止措置をとり、その使用等を継続


するための具体的な措置の内容 


 
本スタック系統ダイズ及び当該ダイズの分離系統に包含される組合せ（既に


第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）が我が国の生物多様性に影響を与


えるおそれがあると科学的に認められた場合、弊社は、米国パイオニア・ハイ


ブレッド・インターナショナル社とともに、我が国向けに輸出している穀物取


扱い業者、種子取扱い業者及び我が国の栽培者等に対して本件を連絡する等の


適切な措置を講ずる。  


 
 


5 農林水産大臣及び環境大臣への連絡体制 


 
本スタック系統ダイズ及び当該ダイズの分離系統に包含される組合せ（既に


第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）が我が国の生物多様性に影響を与


えるおそれがあると科学的に認められた場合、弊社は、速やかに農林水産省消


費・安全局農産安全管理課及び環境省自然環境局野生生物課に連絡するととも


に、緊急措置対応のための体制及び連絡窓口を報告する。 


 







